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釧路市報告第６号 

 

「令和５年度釧路市一般会計予算繰越明許費繰越計算書」報告の件 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１４６条第２項の規定に

基づき、「令和５年度釧路市一般会計予算繰越明許費繰越計算書」を次のと

おり調製したので、報告する。 

記 

令和５年度釧路市一般会計予算繰越明許費繰越計算書 

（別 紙） 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

令和５年度釧路市一般会計予算繰越明許費に係る戸籍情報・住民基本台帳

システム改修事業ほか１１事業について、繰り越すべき必要が生じたので、

報告するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 繰 越 明 許 費 ）  

第 ２ １ ３ 条  歳 出 予 算 の 経 費 の う ち そ の 性 質 上 又 は 予 算 成 立 後 の 事 由 に 基 づ

き 年 度 内 に そ の 支 出 を 終 わ ら な い 見 込 み の あ る も の に つ い て は 、 予 算 の 定

め る と こ ろ に よ り 、 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る 経 費 は 、 こ

れ を 繰 越 明 許 費 と い う 。  

 

地 方 自 治 法 施 行 令 抜 粋  

 

（ 繰 越 明 許 費 ）  

第 １ ４ ６ 条  地 方 自 治 法 第 ２ １ ３ 条 の 規 定 に よ り 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 し

よ う と す る 歳 出 予 算 の 経 費 に つ い て は 、 当 該 経 費 に 係 る 歳 出 に 充 て る た め

に 必 要 な 金 額 を 当 該 年 度 か ら 翌 年 度 に 繰 り 越 さ な け れ ば な ら な い 。  
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２  普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 繰 越 明 許 費 に 係 る 歳 出 予 算 の 経 費 を 翌 年 度 に

繰 り 越 し た と き は 、 翌 年 度 の ５ 月 ３ １ 日 ま で に 繰 越 計 算 書 を 調 製 し 、 次 の

会 議 に お い て こ れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ ３ 項  略 ）  
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釧路市報告第７号 

 

「令和５年度釧路市一般会計予算事故繰越し繰越計算書」報告の件 

 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５０条第３項の規定に

基づき、「令和５年度釧路市一般会計予算事故繰越し繰越計算書」を次のと

おり調製したので、報告する。 

記 

令和５年度釧路市一般会計予算事故繰越し繰越計算書 

（別 記） 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

令和５年度釧路市一般会計予算に係る市道整備事業について、事故繰越し

すべき必要が生じたので、報告するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 予 算 の 執 行 及 び 事 故 繰 越 し ）  

第 ２ ２ ０ 条  （ １ 、 ２ 項  略 ）  

３  繰 越 明 許 費 の 金 額 を 除 く ほ か 、 毎 会 計 年 度 の 歳 出 予 算 の 経 費 の 金 額 は 、

こ れ を 翌 年 度 に お い て 使 用 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 歳 出 予 算 の 経 費

の 金 額 の う ち 、 年 度 内 に 支 出 負 担 行 為 を し 、 避 け が た い 事 故 の た め 年 度 内

に 支 出 を 終 わ ら な か つ た も の （ 当 該 支 出 負 担 行 為 に 係 る 工 事 そ の 他 の 事 業

の 遂 行 上 の 必 要 に 基 づ き こ れ に 関 連 し て 支 出 を 要 す る 経 費 の 金 額 を 含 む 。

） は 、 こ れ を 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

 

地 方 自 治 法 施 行 令 抜 粋  

 

（ 予 算 の 執 行 及 び 事 故 繰 越 し ）  

第 １ ５ ０ 条  （ １ 、 ２ 項  略 ）  

３  第 １ ４ ６ 条 の 規 定 は 、 地 方 自 治 法 第 ２ ２ ０ 条 第 ３ 項 た だ し 書 の 規 定 に よ

る 予 算 の 繰 越 し に つ い て こ れ を 準 用 す る 。  
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釧路市報告第８号 

 

令和５年度釧路市水道事業会計継続費の繰り越しに関する報告の件 

 

地方公営企業法施行令（昭和２７年政令第４０３号）第１８条の２第１項

の規定に基づき、令和５年度釧路市水道事業会計の継続費繰越額の使用に関

する計画を、次のとおり報告する。 

記 

令和５年度釧路市水道事業会計継続費繰越計算書 

（別 記） 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

愛国浄水場浄水施設プラント設備工事監理業務ほか３事業に係る令和５年

度釧路市水道事業会計継続費について、繰り越すべき額が生じたので、報告

するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 公 営 企 業 法 施 行 令 抜 粋  

 

（ 継 続 費 ）  

第 １ ８ 条 の ２  地 方 公 営 企 業 の 継 続 費 に 係 る 毎 事 業 年 度 の 支 出 予 定 額 の う ち 、

当 該 事 業 年 度 内 に 支 払 義 務 が 生 じ な か つ た も の が あ る 場 合 に お い て は 、 管

理 者 は 、 そ の 額 を 継 続 年 度 の 終 わ り ま で 逓 次 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で

き る 。 こ の 場 合 に お い て は 、 管 理 者 は 、 地 方 公 共 団 体 の 長 に 、 継 続 費 繰 越

額 の 使 用 に 関 す る 計 画 に つ い て 、 継 続 費 繰 越 計 算 書 を も つ て 翌 事 業 年 度 の

５ 月 ３ １ 日 ま で に 報 告 す る も の と し 、 報 告 を 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、

次 の 会 議 に お い て そ の 旨 を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

（ 以 下  略 ）  
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釧路市報告第９号 

 

「令和５年度釧路市水道事業会計予算繰越計算書」報告の件 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基

づき、令和５年度釧路市水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画を、

次のとおり報告する。 

記 

令和５年度釧路市水道事業会計予算繰越計算書 

（別 記） 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

令和５年度釧路市水道事業会計予算のうち、建設改良費について、繰り越

すべき額が生じたので、報告するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 公 営 企 業 法 抜 粋  

 

（ 予 算 の 繰 越 ）  

第 ２ ６ 条  予 算 に 定 め た 地 方 公 営 企 業 の 建 設 又 は 改 良 に 要 す る 経 費 の う ち 、

年 度 内 に 支 払 義 務 が 生 じ な か つ た も の が あ る 場 合 に お い て は 、 管 理 者 は 、

そ の 額 を 翌 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 場 合 を 除 く ほ か 、 毎 事 業 年 度 の 支 出 予 算 の 金 額 は 、 翌

事 業 年 度 に お い て 使 用 す る こ と が で き な い 。 た だ し 、 支 出 予 算 の 金 額 の う

ち 、 年 度 内 に 支 出 の 原 因 と な る 契 約 そ の 他 の 行 為 を し 、 避 け 難 い 事 故 の た

め 年 度 内 に 支 払 義 務 が 生 じ な か つ た も の に つ い て は 、 管 理 者 は 、 そ の 金 額

を 翌 事 業 年 度 に 繰 り 越 し て 使 用 す る こ と が で き る 。  
３  前 ２ 項 の 規 定 に よ り 予 算 を 繰 り 越 し た 場 合 に お い て は 、 管 理 者 は 、 地 方

公 共 団 体 の 長 に 繰 越 額 の 使 用 に 関 す る 計 画 に つ い て 報 告 を す る も の と し 、

報 告 を 受 け た 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 次 の 会 議 に お い て そ の 旨 を 議 会 に 報 告

し な け れ ば な ら な い 。  
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釧路市報告第１０号 

 

「令和５年度釧路市下水道事業会計予算繰越計算書」報告の件 

 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２６条第３項の規定に基

づき、令和５年度釧路市下水道事業会計予算の繰越額の使用に関する計画を、

次のとおり報告する。 

記 

令和５年度釧路市下水道事業会計予算繰越計算書 

（別 記） 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

令和５年度釧路市下水道事業会計予算に関し、建設改良費について繰り越

すべき額が生じ、及び公共下水道整備事業について事故繰越しすべき必要が

生じたので、報告するものである。 
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釧路市報告第１１号 

 

工事請負契約変更報告の件 

 

令和５年第３回釧路市議会６月定例会において議決を経た、令和５年度堀

川団地Ｂ棟公営住宅建築主体工事に係る工事請負契約を、次のとおり変更し

たので報告する。 

記 

３契約金額中「９８７,８００,０００円」を「１,０１３,４５２,０００

円」に改める。 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

令和５年度堀川団地Ｂ棟公営住宅建築主体工事に関し、契約金額を変更す

る特別処分をしたので、議会の議決に付すべき契約に関する条例第４条第２

項の規定に基づき報告するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

議 会 の 議 決 に 付 す べ き 契 約 に 関 す る 条 例 抜 粋  

 

（ 契 約 変 更 の 特 別 処 分 ）  

第 ４ 条  第 ２ 条 の 契 約 に つ い て 、 次 に 掲 げ る 契 約 の 変 更 を 必 要 と す る と き は 、

市 長 は 、 議 会 の 議 決 を 経 な い で 、 こ れ を 変 更 す る こ と が で き る 。  

( 1 )  設 計 変 更 の 程 度 が 、 著 し い 変 更 又 は 重 要 部 分 で な い 場 合 で 、 か つ 、 契

約 金 額 の １ 割 以 内 の 契 約 変 更  

（ ２ 号  略 ）  

２  前 項 の 規 定 に よ る 処 置 に つ い て は 、 市 長 は 、 次 の 議 会 に お い て こ れ を 報

告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

議 案 第 ６ ６ 号  

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に 関 す る 件  

 

- 19 -



令 和 ５ 年 度 堀 川 団 地 Ｂ 棟 公 営 住 宅 建 築 主 体 工 事 に 関 し 、 次 に よ り 請 負 契 約

を 締 結 す る 。  

記  

１  契 約 の 目 的    令 和 ５ 年 度 堀 川 団 地 Ｂ 棟 公 営 住 宅 建 築 主 体 工 事  

２  契 約 の 方 法    一 般 競 争 入 札  

３  契 約 金 額    ９ ８ ７ , ８ ０ ０ , ０ ０ ０ 円  

４  契 約 の 相 手 方    釧 路 市 春 採 ６ 丁 目 １ 番 ５ 号  

宮 脇 ・ 向 陽 ・ 浅 利 特 定 共 同 企 業 体  

代 表 者  宮 脇 土 建 株 式 会 社  

               代 表 取 締 役  濁  沼  英  一  

５  工 期    契 約 の 日 か ら 令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ６ 日 ま で  

 

令 和 ５ 年 ６ 月 ２ １ 日 提 出  

釧 路 市 長  蝦  名  大  也  
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釧路市報告第１２号 

 

工事請負契約変更報告の件 

 

令和５年第３回釧路市議会６月定例会において議決を経た、令和５年度堀

川団地Ｂ棟公営住宅管設備工事に係る工事請負契約を、次のとおり変更した

ので報告する。 

記 

３契約金額中「１６７,０３５,０００円」を「１７０,５７７,０００円」

に改める。 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

令和５年度堀川団地Ｂ棟公営住宅管設備工事に関し、契約金額を変更する

特別処分をしたので、議会の議決に付すべき契約に関する条例第４条第２項

の規定に基づき報告するものである。 

 

（ 参 考 ）  

 

議 案 第 ６ ７ 号  

 

工 事 請 負 契 約 の 締 結 に 関 す る 件  

 

令 和 ５ 年 度 堀 川 団 地 Ｂ 棟 公 営 住 宅 管 設 備 工 事 に 関 し 、 次 に よ り 請 負 契 約 を

締 結 す る 。  

記  

１  契 約 の 目 的    令 和 ５ 年 度 堀 川 団 地 Ｂ 棟 公 営 住 宅 管 設 備 工 事  

２  契 約 の 方 法    一 般 競 争 入 札  

３  契 約 金 額    １ ６ ７ , ０ ３ ５ , ０ ０ ０ 円  

４  契 約 の 相 手 方    釧 路 市 松 浦 町 １ １ 番 ３ 号  

共 立 ・ 鈴 木 特 定 共 同 企 業 体  

代 表 者  株 式 会 社 共 立  

               代 表 取 締 役  阿  部   聡  

５  工 期    契 約 の 日 か ら 令 和 ７ 年 ９ 月 ２ ６ 日 ま で  
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令 和 ５ 年 ６ 月 ２ １ 日 提 出  

釧 路 市 長  蝦  名  大  也  
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釧路市報告第１３号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。 

記 

市は、鳥取西児童センターにおいて発生した負傷事故に関し、次のとおり

損害賠償の額を定め、及び和解を成立させるものとする。 

１ 事故発生年月日及び場所 

平成２６年１１月１９日 

釧路市鳥取北８丁目３番２号 鳥取西児童センター遊戯室 

２ 損害賠償の額    ６,８３０円 

３ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として６,８３０円を負担す

る。 

(2) 和解の相手方は、本件事故に関し、市に対し、その他いかなる請求も

しない。 

４ 損害賠償及び和解の相手方 

別 添 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

鳥取西児童センターにおいて発生した負傷事故に関し、損害賠償の額を定

め、及び和解を成立させる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２

項の規定に基づき、報告するものである。 
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（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 議 会 の 委 任 に よ る 専 決 処 分 ）  

第 １ ８ ０ 条  普 通 地 方 公 共 団 体 の 議 会 の 権 限 に 属 す る 軽 易 な 事 項 で 、 そ の 議

決 に よ り 特 に 指 定 し た も の は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 に お い て 、 こ れ を 専

決 処 分 に す る こ と が で き る 。  

２  前 項 の 規 定 に よ り 専 決 処 分 を し た と き は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 こ

れ を 議 会 に 報 告 し な け れ ば な ら な い 。  

 

 

専 決 処 分 事 項 指 定 の 件  

（ 平 成 １ ７ 年 １ ０ 月 ２ ７ 日 議 決 ）  

 

議 会 の 権 限 に 属 す る 次 に 掲 げ る 事 項 は 、 地 方 自 治 法 （ 昭 和 ２ ２ 年 法 律 第 ６

７ 号 ） 第 １ ８ ０ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ り 、 市 長 の 専 決 処 分 事 項 と し て 指 定 す る 。  

(1)  市 有 財 産 に つ い て 不 法 行 為 又 は 契 約 不 履 行 が あ っ た 場 合 に お い て 、 市

が 提 起 す る 訴 訟 の 目 的 の 価 額 が １ ０ ０ 万 円 未 満 の 訴 訟 、 和 解 及 び 調 停 に

関 す る こ と 。  

(2) １ 件 の 金 額 が １ ０ ０ 万 円 未 満 の 法 律 上 市 の 義 務 に 属 す る 損 害 賠 償 の 額

を 定 め 、 及 び 和 解 又 は 調 停 を 成 立 さ せ る こ と 。  
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釧路市報告第１４号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。 

記  

市は、共栄小学校敷地内において発生した負傷事故に関し、次のとおり損

害賠償の額を定め、及び和解を成立させるものとする。  

１ 事故発生年月日及び場所  

令和５年６月１７日  

   釧路市双葉町４番１７号 共栄小学校敷地内  

２ 損害賠償の額    ２３６,５８０円  

３ 和解成立の方針  

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として２３６,５８０円を負

担する。 

(2) 和解の相手方は、本件事故に関し、市に対し、その他いかなる請求も

しない。   

４ 損害賠償及び和解の相手方  

  別 添  

      

  令和６年６月１４日  

釧路市長 蝦 名 大 也  

 

（説明） 

共栄小学校敷地内において発生した負傷事故に関し、損害賠償の額を定め、

及び和解を成立させる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２項の

規定に基づき、報告するものである。 
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釧路市報告第１５号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。 

記  

 市は、市有車両に係る交通事故に関し、次のとおり損害賠償の額を定め、  

及び和解を成立させるものとする。  

１ 事故発生年月日及び場所 

   令和６年２月２２日 

   釧路市黒金町７丁目５番地 釧路市役所本庁舎前駐車場 

２ 損害賠償の額    １８７,８３６円 

３ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として１８７,８３６円を負

担する。 

(2) 和解の相手方は、本件交通事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。 

４ 損害賠償及び和解の相手方 

   別 添 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

市有車両に係る交通事故に関し、損害賠償の額を定め、及び和解を成立さ

せる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき、報

告するものである。 
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釧路市報告第１６号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、 

次のとおり専決処分をしたので報告する。 

記 

 市は、市有車両に係る交通事故に関し、次のとおり損害賠償の額を定め、 

及び和解を成立させるものとする。 

１ 事故発生年月日及び場所 

令和６年３月３１日 

釧路市貝塚２丁目６番 

２ 損害賠償の額    １０９,６１５円 

３ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として１０９,６１５円を負

担する。 

(2) 和解の相手方は、本件交通事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。 

４ 損害賠償及び和解の相手方 

別 添 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

市有車両に係る交通事故に関し、損害賠償の額を定め、及び和解を成立さ

せる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２項の規定に基づき、報

告するものである。 
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釧路市報告第１７号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、 

次のとおり専決処分をしたので報告する。 

記 

 市は、桜ケ岡１丁目１３番において発生した物損事故に関し、次のとおり

損害賠償の額を定め、及び和解を成立させるものとする。 

１ 事故発生年月日及び場所 

令和５年１０月４日 

釧路市桜ケ岡１丁目１３番 

２ 損害賠償の額    １９８,００６円 

３ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金として１９８,００６円を負

担する。 

(2) 和解の相手方は、本件物損事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。 

４ 損害賠償及び和解の相手方 

別 添 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

桜ケ岡１丁目１３番において発生した物損事故に関し、損害賠償の額を定

め、及び和解を成立させる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２

項の規定に基づき、報告するものである。 
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釧路市報告第１８号 

 

専 決 処 分 報 告 の 件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規定に基づき、

次のとおり専決処分をしたので報告する。 

記 

市は、市道上において発生した物損事故に関し、次のとおり損害賠償の額

を定め、及び和解を成立させるものとする。 

１ 事故発生年月日等、損害賠償の額及び相手方 

番号 事故発生年月日 事故発生場所 
損害賠償 

の額 

損害賠償及

び和解の相

手方 

１ 令和６年３月17日 

釧路市緑ケ岡２丁目２

１番地先 

市道緑ケ岡西１０号２ 

74,644円 別添中番号

１ 

２ 令和６年４月１日 

釧路市星が浦北４丁目

３番地先 

市道星が浦西通２ 

40,617円 別添中番号

２ 

２ 和解成立の方針 

(1) 市は、和解の相手方に対し、損害賠償金としてそれぞれ前項の表に掲

げる損害賠償の額を負担する。 

(2) 和解の相手方は、本件物損事故に関し、市に対し、その他いかなる請

求もしない。 

     

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（説明） 

市道上において発生した物損事故に関し、損害賠償の額を定め、及び和解

を成立させる専決処分をしたので、地方自治法第１８０条第２項の規定に基
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づき、報告するものである。 
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釧路市報告第１９号 

 

釧路西港開発埠頭株式会社の経営状況説明書提出の件 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４３条の３第２項の規定に基

づき、釧路西港開発埠頭株式会社の経営状況を説明する書類を、次のとおり

提出する。 

記 

１ 第５６期事業計画に関する書類 

（別紙１のとおり） 

２ 第５５期決算に関する書類 

（別紙２のとおり） 

 

令和６年６月１４日 

釧路市長 蝦 名 大 也 

 

（ 参 考 ）  

 

地 方 自 治 法 抜 粋  

 

（ 財 政 状 況 の 公 表 等 ）  

第 ２ ４ ３ 条 の ３  （ １ 項  略 ）  

２  普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 は 、 第 ２ ２ １ 条 第 ３ 項 の 法 人 に つ い て 、 毎 事 業 年

度 、 政 令 で 定 め る そ の 経 営 状 況 を 説 明 す る 書 類 を 作 成 し 、 こ れ を 次 の 議 会

に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ ３ 項  略 ）  

 （ 予 算 の 執 行 に 関 す る 長 の 調 査 権 等 ）  

第 ２ ２ １ 条  （ １ 、 ２ 項  略 ）  

３  前 ２ 項 の 規 定 は 、 普 通 地 方 公 共 団 体 が 出 資 し て い る 法 人 で 政 令 で 定 め る

も の 、 普 通 地 方 公 共 団 体 が 借 入 金 の 元 金 若 し く は 利 子 の 支 払 を 保 証 し 、 又

は 損 失 補 償 を 行 う 等 そ の 者 の た め に 債 務 を 負 担 し て い る 法 人 で 政 令 で 定 め

る も の 及 び 普 通 地 方 公 共 団 体 が 受 益 権 を 有 す る 信 託 で 政 令 で 定 め る も の の

受 託 者 に こ れ を 準 用 す る 。  

 

地 方 自 治 法 施 行 令 抜 粋  

 

（ 普 通 地 方 公 共 団 体 の 長 の 調 査 等 の 対 象 と な る 法 人 等 の 範 囲 ）   

第 １ ５ ２ 条  地 方 自 治 法 第 ２ ２ １ 条 第 ３ 項 に 規 定 す る 普 通 地 方 公 共 団 体 が 出

資 し て い る 法 人 で 政 令 で 定 め る も の は 、 次 に 掲 げ る 法 人 と す る 。   
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（ １ 号  略 ）  

( 2 )  当 該 普 通 地 方 公 共 団 体 が 資 本 金 、 基 本 金 そ の 他 こ れ ら に 準 ず る も の の

２ 分 の １ 以 上 を 出 資 し て い る 一 般 社 団 法 人 及 び 一 般 財 団 法 人 並 び に 株 式

会 社  

 （ ３ 号  略 ）  

 （ ２ ～ ５ 項  略 ）  

 （ 法 人 の 経 営 状 況 等 を 説 明 す る 書 類 ）  

第 １ ７ ３ 条 の ５  地 方 自 治 法 第 ２ ４ ３ 条 の ３ 第 ２ 項 に 規 定 す る 政 令 で 定 め る

そ の 経 営 状 況 を 説 明 す る 書 類 は 、 当 該 法 人 の 毎 事 業 年 度 の 事 業 の 計 画 及 び

決 算 に 関 す る 書 類 と す る 。  

（ ２ 項  略 ）  
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（別紙１） 

第５６期事業計画概要 

 

令和６年４月１日から令和７年３月３１日までにおける事業計画の概要は、次の

とおりとする。 

 

１ 営業概要 

(1) 釧路港港湾施設管理業務 

釧路市が所有する下記施設の管理業務並びに当該施設に係る使用料及び賃貸

料の納入通知書等発送事務 

 

  ア 上     屋     東 港 区  ２ 棟     5,454㎡ 

                西 港 区 １ ０ 棟    40,997㎡ 

イ 上 屋 上 敷 地     東 港 区  ２ 棟     7,506㎡ 

ウ オープンヤード     東   港   区        29,345㎡ 

              西   港   区    145,982㎡ 

エ 水 面 貯 木 場     整 理 水 面        80,000㎡ 

              貯 木 水 面        26,452㎡ 

オ 荷 役 機 械     石 炭 荷 役 機 械            １基 

              ガントリークレーン      １基 

カ 港 湾 敷 地     中 央 埠 頭 背 後        39,194㎡ 

              水面貯木場背後       235,918㎡ 

 

(2) 西港建設合同事務所貸室業 

当社が所有する下記施設の賃貸事務 

西港建設合同事務所  西港３丁目１０３番    １階床面積 649.48㎡ 

             １棟（貸事務所15室）    ２階床面積 649.48㎡ 

                            計   1,298.96㎡ 

 

(3) 釧路港西港区第２埠頭特定埠頭運営事業 

当社が所有する穀物アンローダ（３基）及びその附帯施設による特定埠頭の

運営 
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予 定 貸 借 対 照 表                  

令和７年３月31日現在 

資 産 の 部              負 債 の 部              

科 目       金 額     科 目       金 額     

 

流 動 資 産       

現 金 預 金 

未 収 金 

立 替 金 

 

 

固 定 資 産       

電 話 加 入 権 

合 同 事 務 所 

投 資 

穀 物 荷 役 機 械 

千円 

 

612,579 

106,833 

12 

 

 

 

80 

9,668 

10 

2,711,160 

 

 

流 動 負 債       

未 払 金 

預 り 金 

仮 受 金 

納 税 充 当 金 

消 費 税 

固 定 負 債       

退職給与引当金 

借 入 金 

修 繕 引 当 金 

千円

 

196,653 

314 

118,629 

511 

23,110 

 

3,600 

3,009,508 

500 

純  資  産  の  部 

株 主 資 本 

資 本 金 

  利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

 

25,000 

 

 

62,517 

合 計        3,440,342 合 計        3,440,342 

予 定 損 益 計 算 書                  

自 令和６年４月１日 

至 令和７年３月31日 

科 目       収 益      費 用      損 益      

 

経 常 損 益        

営 業 損 益 

営 業 収 益 

営 業 費 

営 業 利 益 

営業外損益 

営 業 外 収 益 

営 業 外 費 用 

経 常 利 益 

税引前当期利益 

法 人 税 

当 期 純 利 益 

千円 

 

 

870,539 

 

 

 

30,063 

 

 

千円

 

 

 

853,057 

 

 

 

44,010 

 

千円

 

 

 

 

17,482 

 

 

 

3,535 

3,535 

1,022 

2,513 
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（別紙２） 

貸 借 対 照 表                  

令和６年３月31日現在 

資 産 の 部              負 債 の 部              

科 目       金 額     科 目       金 額     

 

流 動 資 産       

現 金 預 金 

未 収 金 

立 替 金 

 

 

固 定 資 産       

電 話 加 入 権 

合 同 事 務 所 

投 資 

穀 物 荷 役 機 械 

 

円 

 

594,777,362 

140,469,329 

5,865,894 

 

 

 

80,300 

10,587,704 

10,000 

2,833,487,957 

 

 

流 動 負 債       

未 払 金 

預 り 金 

前 受 金 

仮 受 金 

消 費 税 

固 定 負 債       

退職給与引当金 

借 入 金 

修 繕 引 当 金 

円

 

178,639,461 

589,409 

748,000 

118,630,001 

22,335,200 

 

3,600,000 

3,175,232,000 

500,000 

純  資  産  の  部 

株 主 資 本 

資 本 金 

  利 益 剰 余 金 

その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

 

25,000,000 

 

 

60,004,475 

合 計        3,585,278,546 合 計        3,585,278,546 

損 益 計 算 書                  

自 令和５年４月１日 

至 令和６年３月31日 

科 目       収 益      費 用      損 益      

 

経 常 損 益        

営 業 損 益 

営 業 収 益 

営 業 費 

営 業 利 益 

営業外損益 

営 業 外 収 益 

営 業 外 費 用 

経 常 利 益 

特 別 損 失 

税引前当期損失 

法 人 税 等 

当 期 純 損 失 

円 

 

 

872,980,340 

 

 

 

17,160,349 

 

 

 

円

 

 

 

783,502,388 

 

 

 

42,267,872 

 

64,600,000 

円

 

 

 

 

89,477,952 

 

 

 

64,370,429 

 

229,571 

545,700 

775,271 

 

- 39 -



 

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書 

自 令和５年４月１日 

至 令和６年３月31日 

円

株主資本 

 資本金          前期末残高及び当期末残高        25,000,000 

 利益剰余金 

  その他利益剰余金 

繰越利益剰余金    前期末残高                        60,779,746 

             当期変動額 当期純損失             775,271 

             当期末残高                         60,004,475 

 

利益剰余金合計      前期末残高                        60,779,746 

             当期変動額                   △775,271 

             当期末残高                         60,004,475 

 

株主資本合計        前期末残高                         85,779,746 

             当期変動額                          △775,271 

             当期末残高                         85,004,475 

 

純資産合計         前期末残高                         85,779,746 

             当期変動額                          △775,271 

             当期末残高                         85,004,475 
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